
仕 様 書 

 

１．件名 

 令和７年度 中学校建設事業 東中学校体育館放送設備更新 

 

２．履行場所 

 駒ヶ根市東伊那 966 番地 1（駒ヶ根市立東中学校体育館） 

 

３．履行期間 

 契約日から令和８年２月 27日まで 

 

４．業務内容 

 放送設備更新 一式 

既存品処分、雑材消耗品費、試験調整費、ワイヤレスアンテナ配線工事（約 45ｍ）を含む。 

 

５．更新機器一覧 

名 称 参考品番 数 量 備 考 

デジタルミキサー PS-DM300 1 台  

パワーアンプ XLS1002 1 台  

デジタルワイヤレスチューナー WT1014D 1 台 ラックマウント金具共 

デジタルワイヤレスチューナーユニット WT-UD1003D 2 台  

ワイヤレスアンテナ WT-Q830 2 台 壁取付 

デジタルワイヤレスマイクロホン WM-P1070D 4 本 ハンド型 

※仕様等については参考品番同等の性能を確保すること。また、同等品での応札の場合、「応札品確認申

請書兼回答書」を担当課へ提出し、応札品の確認を受けること。なお、サイズについては参考品番以下

の寸法とすること。 

 

６．その他 

(1)負担区分 

  業務遂行に必要な用具・重機及び資材等は受注者の負担とする。委託業務に使用する電気等光熱 

水費についても、原則として発電機等により受注者が負担すること。ただし、業務遂行に当たり必 

要となる場合は、発注者の電気、水道を使用できることとする。使用する場合には、あらかじめ発 

注者と調整の上、節約に努めて使用すること。 

(2)安全の確保 

  受注者は、業務遂行に当たり適切な安全対策を施し、事故のないよう安全管理に万全の注意を払 

うこと。 

 また、施設の利用者、並びに周辺道路の車両及び通行者等の安全に十分注意し、迷惑をかけるこ 

とのないよう配慮すること。 



(3)法令の遵守 

  業務遂行において、関係法令の規定を遵守するとともに、作業員の危険防止については、厳格な 

注意を払うこと。 

(4)秘密の保持 

  受注者は、業務の履行を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

(5)代金の支払い方法 

  受注者は、当該業務完了後に請求するものとし、発注者の履行確認後、受注者からの適法な請求 

書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 

(6)事前確認 

  現地の事前確認を要する場合は、下記の担当者へ連絡を行い、日程等調整すること。 

 【担当：子ども課 教育総務係 北澤 0265-83-2111 内線 711】 

(7)不明な事項 

  この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 


